
 

 

 

監 査 報 告 書 

 

 

監事会は、健康保険組合連合会の業務の執行状況及び会計処理等について監査を行った。

その結果につき次の通り報告する。 

 

１． 監査対象期間   

令和６年４月１日から令和７年３月 31日 

 

２． 監 査 方 法 

 監事は、健康保険組合連合会本部において、理事会、常任理事会、各種委員会、

その他主要な会議に出席するほか、定期的に業務内容を聴取し、及び、重要な決裁

書類等を閲覧するなど、業務の遂行状況を調査した。 

 また、令和６年度一般会計及び各特別会計の収入支出決算、さらに同年度の 

財産の状況及び資金の運用状況等について関係する会計諸帳簿、財産目録、並びに

計算書類、付属明細書につき調査し、点検を実施した。 

 

３． 監査実施日 

（１）業務監査  令和６年 10月 28日、令和７年４月 25日 

（２）会計監査  令和６年 10月 28日、令和７年６月 26日 

 

４． 監査の結果 

（１）業務は令和６年度事業計画に沿って進められ、概ね計画通り遂行された。 

（２）一般会計並びに各特別会計については、それぞれの業務が的確に遂行され、

会計についても正しく処理されている。 

（３）会計帳簿は正しく記載され、令和６年度の収入支出決算書は収支の状況を正

しく示している。 

（４）財産目録は健康保険組合連合会の積立金等の財産保有状況を正しく示してい

る。また、資金の運用についても適切に行われている。 

（５）国庫補助金事業が増加していることに鑑み、適正な事業執行手続きの徹底を

組織全体に求めた。 

 

なお、業務の遂行にあたり不正の行為または法令、規約に違反する重大な事実は

認められず、適正に行われたことを確認した。 
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